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　証券コード　9684
　平成23年５月31日

株 主 各 位　
　 東京都渋谷区代々木三丁目2 2番７号

　 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
取 締 役 社 長 和 田 洋 一

第31回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第31回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出

席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合には、以下のいずれかの方法によって議決権をご行

使いただくことができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のう

え、平成23年６月21日（火曜日）午後６時までに議決権をご行使くださいますようお

願い申しあげます。

　

〔郵送による議決権行使の場合〕

　同封の議決権行使書面に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返

送ください。

〔電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合〕

　パソコン又は携帯電話から当社指定の議決権行使サイト（アドレス http://www.evote.jp/）にアク

セスしていただき、同封の議決権行使書面に表示された「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご利

用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

　電磁的方法による議決権行使に際しましては、43頁から44頁までの「電磁的方法（インターネット

等）による議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

　なお、議決権行使書面と電磁的方法によるものと重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法に

よる議決権行使の内容を有効なものとさせていただきます。また、電磁的方法により複数回にわたり議

決権を行使された場合は、 後に行使された内容を有効なものとさせていただきます。

敬　具
記

１．日 時 平成23年６月22日（水曜日）午前10時

２．場 所 東京都港区虎ノ門二丁目10番４号

　 　 ホテルオークラ東京　別館　

　 　 地下２階「アスコットホール」

　 　 （昨年とは会場が異なりますので、お間違えのないようご注意く

ださい。末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
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３．目 的 事 項 　

　 報 告 事 項 １．第31期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）事業

報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計

算書類監査結果報告の件

　 　 ２．第31期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）計算

書類報告の件

　 決 議 事 項 　

　 第１号議案 取締役５名選任の件

　 第２号議案 監査役３名選任の件　

　 　 以　上

　

当期の剰余金の配当について　

　当社は、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当

等を行なうことができる旨を当社の定款第41条に定めています。

　当連結会計年度の期末配当につきましては、平成23年５月18日開催の取締役会

において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。これにより、

年間配当金は、平成22年12月３日に実施した中間配当金10円と合わせ１株につき

30円となります。

　①　配当財産の種類

　金銭

　②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金20円。　配当総額　2,301,420,040円。

　③　剰余金の配当が効力を生じる日

　平成23年６月23日（木曜日）



　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ

さいますようお願い申しあげます。

　招集通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査報告及び監査

報告は、３頁から35頁までに記載のとおりです。ただし、以下の事項につきましては、

法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレ

ス http://www.square-enix.com/jpn/ir/stock/shareholdersmeeting.html）に掲載し

ていますので、本添付書類には記載しておりません。

①連結計算書類の連結注記表

②計算書類の個別注記表

　株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合

は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレス http://www.square-enix.com/

jpn/ir/stock/shareholdersmeeting.html)に掲載させていただきます。
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（添付書類）

事　　業　　報　　告

(平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで)

　

１．企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

　当社グループは、報告セグメントをデジタルエンタテインメント事業、アミュ

ーズメント事業、出版事業及びライツ・プロパティ等事業と定め、各々のセグメ

ントにおいて事業基盤の強化と収益力の向上に努めております。

　当連結会計年度の業績は、売上高は125,271百万円（前年同期比34.8％減）、営

業利益は7,325百万円（前年同期比74.1％減）、経常利益は5,390百万円（前年同

期比80.6％減）となりました。 

なお、事業環境の急激な変化に鑑み、将来のキャッシュ・フローをより慎重に

見積もった結果、のれんの減損損失を計上することになりました。これによる特

別損失の発生を主要因として、 終損益は、12,043百万円の当期純損失（前年同

期は当期純利益9,509百万円）となりました。

また、東北地方太平洋沖地震の影響として、570百万円の特別損失が発生してお

ります。　

　

　当連結会計年度の報告セグメント別の状況は以下のとおりであります。

　

(2) 部門（事業）別の状況

①　デジタルエンタテインメント事業

  ゲームを中心とするデジタルエンタテインメントコンテンツの企画、開発、

販売及び運営を行っております。デジタルエンタテインメントコンテンツは、

顧客のライフスタイルにあわせて、家庭用ゲーム機（携帯ゲーム機含む）、Ｐ

Ｃ、携帯電話等、多様な利用環境に対応しています。

　当連結会計年度は、４月に発売した「ドラゴンクエスト モンスターズジョー

カー２」、８月に発売した「ケイン アンド リンチ２ ドッグ・デイズ」がミリ

オンセラーになったものの、家庭用ゲームソフト販売は低調に推移いたしまし

た。

　なお、ＰＣ、スマートフォン等をプラットフォームとしたコンテンツについ

ては、仮想空間コミュニティ「ニコッとタウン」の累計登録ＩＤが12月に70万

ＩＤを超え、Ｙａｈｏｏ！ ＪＡＰＡＮにて提供しているオンラインシミュレー

ションゲーム「戦国ＩＸＡ（イクサ）」が８月の課金開始後も順調に伸長して
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いる等、複数の成果が表れております。

　当事業における当連結会計年度の売上高は64,204百万円となり、営業利益は

11,283百万円となりました。

　

②　アミューズメント事業

アミューズメント施設の運営、並びにアミューズメント施設向けの業務用ゲ

ーム機器・関連商製品の企画、開発及び販売を当セグメントに計上しておりま

す。

当連結会計年度は、厳しい外部環境の中、アミューズメント施設運営は、引

き続き収益改善に取り組んでおります。

　当事業における当連結会計年度の売上高は45,012百万円となり、営業利益は

2,178百万円となりました。　

　

③　出版事業

コミック単行本、ゲームガイドブック、定期刊行誌等の出版を行っておりま

す。

当連結会計年度は、人気作品のテレビアニメ化の効果により、引き続きコミ

ック単行本の販売が堅調に推移いたしました。

また、ＷＥＢコミック誌「ガンガンＯＮＬＩＮＥ」のｉＰｈｏｎｅ／ｉＰｏ

ｄ　ｔｏｕｃｈ・ｉＰａｄ専用アプリを配信開始するなど、ネットワークを活

用した事業展開も鋭意進めております。

　当事業における当連結会計年度の売上高は13,045百万円となり、営業利益は

3,204百万円となりました。　　

　

④　ライツ・プロパティ等事業

主として当社グループのコンテンツに関する二次的著作物の企画・制作・販

売及びライセンス許諾を行っております。

当連結会計年度は、引き続き、自社コンテンツのキャラクターグッズ、サウ

ンドトラック等の販売・許諾を行うとともに、他社の有力コンテンツのキャラ

クターグッズ化による品揃えの強化や海外展開による収益機会の多様化に努め

ております。

　当事業における当連結会計年度の売上高は3,018百万円となり、営業利益は

680百万円となりました。　
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(3) 設備投資の状況

　当連結会計年度における設備投資の総額は、5,363百万円であり、主なものは、

アミューズメント事業に係るアミューズメント機器への投資、デジタルエンタテ

インメント事業に係る開発機材及びデータセンターのネットワーク機器の購入に

よるものであります。

　

(4) 資金調達の状況

　該当事項はありません。　

　

(5) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

　

(6) 財産及び損益の状況

区 分
第28期

平成19年度
第29期

平成20年度
第30期

平成21年度

第31期
(当連結会計年度)

平成22年度

売 上 高（百万円） 147,516 135,693 192,257 125,271

当期純損益（△は損失） （百万円） 9,196 6,333 9,509 △12,043

１株当たり当期純損益（△は損失） （円） 81.85 55.11 82.65 △104.66

総 資 産（百万円） 212,134 213,194 270,529 206,336

純 資 産（百万円） 148,193 148,724 154,258 135,143
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(7) 重要な親会社及び子会社の状況（平成23年３月31日現在）

①　親会社との関係

　該当事項はありません。

　

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株式会社スクウェア・エニ
ックス

1,500百万円 100.0％

デジタルエンタテインメント
事業、アミューズメント事業、
出版事業及びライツ・プロパ
ティ等事業

SQUARE ENIX OF AMERICA
HOLDINGS,INC.

１米ドル 100.0％
北米市場における当社グルー
プ会社の株式・持分保有及び
事業管理

SQUARE ENIX,INC. 10百万米ドル
100.0％
(100.0％)

北米市場におけるデジタルエ
ンタテインメント事業、出版
事業及びライツ・プロパティ
等事業

SQUARE ENIX OF EUROPE
HOLDINGS LTD.

２英ポンド 100.0％
欧州市場における当社グルー
プ会社の株式・持分保有及び
事業管理

SQUARE ENIX LTD. 111百万英ポンド
100.0％
(100.0％)

欧州市場におけるデジタルエ
ンタテインメント事業、出版
事業及びライツ・プロパティ
等事業

SQUARE ENIX（China）
CO.,LTD.

12百万米ドル 100.0％
中国アジア市場におけるデジ
タルエンタテインメント事業

株式会社タイトー 1,500百万円 100.0％

デジタルエンタテインメント
事業、アミューズメント事業
及びライツ・プロパティ等事
業

（注）議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

　

(8) 対処すべき課題

　当社グループは、高度で良質なコンテンツの創造を通じて、収益性を維持しつ

つ中長期的な成長を実現していくことを目指しております。今後、ＩＴや通信環

境の急速な発展・普及により、ネットワークを前提とするエンタテインメントに

対するニーズが高まるとともに、ユーザーが多機能端末を通じて多様なコンテン

ツにアクセスできるようになるなど、デジタル・エンタテインメントの産業構造

が大きく変化することが予想されます。当社グループは、これらの変化に即応し、

新しい時代のデジタル・エンタテインメントを切り拓いていくことを中長期的な

会社の経営戦略に位置づけております。

　これを実現するため、国際的な事業拡大、多様なコンテンツの出口の確保、そ

れに対応する人材の育成、獲得が当社グループの対処すべき重要な課題でありま

す。
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(9) 主要な事業セグメント（平成23年３月31日現在）

デジタルエンタテインメント事業
コンピュータゲームを中心とするデジタルエンタテインメントコ
ンテンツの企画、開発、販売、販売許諾、運営等　

ア ミ ュ ー ズ メ ン ト 事 業
アミューズメント施設運営、アミューズメント機器の企画・開発・
製造・販売・レンタル等

出 版 事 業 コミック雑誌、単行本、ゲーム関連書籍等の出版、許諾等　

ライツ・プロパティ等事業 二次的著作物の企画、制作、販売及び販売許諾等

（注）当社グループは、事業の種類別セグメントを従来、「ゲーム事業」、「アミューズメント事
業」、「出版事業」、「モバイル・コンテンツ事業」及び「ライツ・プロパティ事業」として
おりましたが、当連結会計年度より上表のように変更しております。

　

(10) 主要拠点等（平成23年３月31日現在）

統 括 ・ 管 理 会 社

当社（東京都渋谷区）

SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS，INC.（米国）

SQUARE ENIX OF EUROPE HOLDINGS LTD.（英国）

開 発 拠 点

株式会社スクウェア・エニックス（東京都渋谷区）

株式会社タイトー（東京都渋谷区）

株式会社スマイルラボ（東京都渋谷区）

SQUARE ENIX，INC.（米国）

CRYSTAL DYNAMICS INC.（米国）

EIDOS INTERACTIVE CORP.（カナダ）

SQUARE ENIX LTD.（英国）

IO INTERACTIVE A/S（デンマーク）

SQUARE ENIX(China）CO.，LTD.（中国）

販 売 拠 点

株式会社スクウェア・エニックス（東京都渋谷区）

株式会社タイトー（東京都渋谷区）

株式会社スマイルラボ（東京都渋谷区）

SQUARE ENIX，INC.（米国）

SQUARE ENIX LTD.（英国）
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(11) 企業集団の従業員の状況（平成23年３月31日現在）

事 業 従 業 員 数
前 連 結 会 計 年 度
末 比 増 減

　 名 名

デ ジ タ ル エ ン タ テ イ ン メ ン ト 事 業 2,306 △38

ア ミ ュ ー ズ メ ン ト 事 業 466 △9

出 版 事 業 133 7

ラ イ ツ ・ プ ロ パ テ ィ 等 事 業 17 －

全 社 375 △1

合 計 3,297 △41

（注）当社グループは、事業の種類別セグメントを従来、「ゲーム事業」、「アミューズメント事
業」、「出版事業」、「モバイル・コンテンツ事業」及び「ライツ・プロパティ事業」として
おりましたが、当連結会計年度より「デジタルエンタテインメント事業」、「アミューズメン
ト事業」、「出版事業」及び「ライツ・プロパティ等事業」に変更しております。
上表「前連結会計年度末比増減」は、前連結会計年度末の人員数を当連結会計年度において用
いた事業区分に組み直して算定しております。

　

(12) 主要な借入先の状況（平成23年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

株式会社みずほコーポレート銀行 1,338百万円

　

(13) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成23年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 440,000,000株

②　発行済株式の総数 115,370,596株

③　株主数 35,032名

④　大株主

株 主 名 持　株　数(千株) 持 株 比 率(％)

福 嶋 康 博     23,626 20.53

株 式 会 社 福 嶋 企 画 9,763 8.48

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 9,520 8.27

ス テ ー ト  ス ト リ ー ト  バ ン ク  ア ン ド
ト ラ ス ト  カ ン パ ニ ー 5 0 5 2 2 3

8,868 7.70

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託
銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

8,845 7.68

宮 本 雅 史 7,077 6.15

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託
銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

3,115 2.70

ス テ ー ト  ス ト リ ー ト  バ ン ク
ア ン ド  ト ラ ス ト  カ ン パ ニ ー

3,068 2.66

株 式 会 社 エ ス シ ス テ ム 2,045 1.77

ｶ ﾞ ﾊ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ  ｵ ﾌ ﾞ  ｼ ﾝ ｶ ﾞ ﾎ ﾟ ｰ ﾙ  ｲ ﾝ ﾍ ﾞ ｽ ﾄ ﾒ ﾝ ﾄ
ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ  ﾋ ﾟ ｰ  ﾘ ﾐ ﾃ ｯ ﾄ ﾞ

1,314 1.14

（注）持株比率は自己株式（299,594株）を控除して計算しております。
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(2) 新株予約権等の状況

①　当事業年度末日における新株予約権の状況

イ．平成19年11月19日開催の取締役会決議による第４回新株予約権

・新株予約権の数 2,500個 　

・目的となる株式の種類及び数

普通株式 250,000株（新株予約権１個につき100株）

ロ．平成19年11月19日開催の取締役会決議による第５回新株予約権

・新株予約権の数 6,370個 　

・目的となる株式の種類及び数

普通株式 637,000株（新株予約権１個につき100株）

ハ．平成20年7月31日開催の取締役会決議による2008年８月新株予約権

　 (株式報酬型ストックオプション）

・新株予約権の数 198個 　

・目的となる株式の種類及び数

普通株式 19,800株（新株予約権１個につき100株）

ニ．平成21年9月29日開催の取締役会決議による2009年10月新株予約権

　 (株式報酬型ストックオプション）

・新株予約権の数 570個 　

・目的となる株式の種類及び数

普通株式 57,000株（新株予約権１個につき100株）

ホ．平成21年12月25日開催の取締役会決議による2010年１月新株予約権

  （ストックオプション）

・新株予約権の数 1,400個 　

・目的となる株式の種類及び数

普通株式 140,000株（新株予約権１個につき100株）

ヘ．平成22年7月29日開催の取締役会決議による2010年８月新株予約権

   (株式報酬型ストックオプション）

・新株予約権の数 770個 　

・目的となる株式の種類及び数

普通株式 77,000株（新株予約権１個につき100株）

ト．平成22年7月29日開催の取締役会決議による2010年８月新株予約権

  （ストックオプション）

・新株予約権の数 1,400個 　

・目的となる株式の種類及び数

普通株式 140,000株（新株予約権１個につき100株）　
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チ．平成22年12月24日開催の取締役会決議による2011年１月新株予約権

  （ストックオプション）

・新株予約権の数 200個 　

・目的となる株式の種類及び数

普通株式 20,000株（新株予約権１個につき100株）　

　

　・当社役員の保有する新株予約権の区分別合計

　
種 類

（行使価額）
行 使 期 間 個 数 保有者数

　
　

上記イ．　
（3,706円）　

平成21年11月20日から
平成24年11月19日まで

2,350個 ３人

取 締 役
（社外取締役を除く）

上記ハ．
（1円）

平成20年８月22日から
平成40年８月21日まで

192個 ４人

上記ニ．
（1円）

平成21年10月22日から
平成41年10月21日まで

560個 ４人

上記ヘ．
（1円）

平成22年８月24日から
平成42年８月23日まで

760個 ４人

　
上記イ．　
（3,706円）　

平成21年11月20日から
平成24年11月19日まで

150個 １人

社 外 取 締 役

上記ハ．
（1円）

平成20年８月22日から
平成40年８月21日まで

6個 １人

上記ニ．
（1円）

平成21年10月22日から
平成41年10月21日まで

10個 １人

上記ヘ．
（1円）

平成22年８月24日から
平成42年８月23日まで

10個 １人

　
（注）１．職務執行の対価として交付された新株予約権である上記イ.ロ.の行使の条件及び取得事由

は、以下のとおりであります。
・新株予約権の行使の条件
　新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締
役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約
権の割当てを受けた者が任期満了により退任した場合、又は取締役会が正当な理由があ
ると認めた場合は、この限りではない。
　その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で
締結する新株予約権割当契約において定める。

・新株予約権の取得事由
　新株予約権者が権利行使をする前に上記新株予約権の行使の条件の規定により権利を
行使できる条件に該当しなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定める日に当該
新株予約権を無償で取得することができる。
　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約承認
の議案若しくは新設分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認
の議案若しくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認されたとき（株主総会による
承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき）は、当社は、取締役会が別
途定める日に当該新株予約権を無償で取得することができる。
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　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承
認を要することについての定めを設ける定款変更の議案が株主総会で承認されたときは、
当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権を無償で取得することができる。
　新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の
承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部
を取得することについての定めを設ける定款変更の議案が株主総会で承認されたときは、
当社は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権を無償で取得することができる。

２．職務執行の対価として交付された新株予約権である上記ハ. ニ．ヘ．の行使の条件及び取
得事由は、以下のとおりであります。
・新株予約権の行使の条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降１年間（ただし、上記
行使期間内とする。）に限り、新株予約権を行使することができる。
　上記に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社と
なる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された
場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）であって、
かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役の地位を喪失する場合又は
再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から10日間に限り新
株予約権を行使することができる。
　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところに
よる。
　その他の条件については、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結す
る新株予約権割当契約に定めるところによる。

・新株予約権の取得事由
　当社は、新株予約権者が上記新株予約権の行使の条件に該当しなくなった等により権
利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、取締役会が別途定める日に当該
新株予約権を無償で取得することができる。
　当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割
契約又は会社分割計画承認の議案若しくは当社が完全子会社となる株式交換契約又は株
式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場
合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、新株予約
権を無償で取得することができる。

３．職務執行の対価として交付された新株予約権である上記ホ.ト．の行使の条件及び取得事由
は、以下のとおりであります。
・新株予約権の行使の条件
　新株予約権者は、新株予約権の行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役、
従業員その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。
ただし、当該新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当
社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社
子会社の取締役、又は従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合はこの限りではな
い。
　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人（以下、「相続人」）は新株予約
権を承継し、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権
割当契約の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、相続人が新株予約権割当契
約の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から１年
間に限り承継した新株予約権を行使できるものとし、新株予約権者に相続人がいない場
合には、新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた未行使の新株予約
権全部は行使できなくなるものとする。
　新株予約権１個の一部を行使することはできないものとする。
　その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約
権割当契約において定めるものとする。



2011/05/19 21:42:25 ／ 11745264_株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス_招集通知

新株予約権等の状況

－ 13 －

・新株予約権の取得事由
　新株予約権者又は相続人が権利行使をする前に上記新株予約権の行使の条件の規定に
より権利を行使できる条件に該当しなくなった場合において、当社取締役会が別途取得
日を定めたときは、当該取得日に、当社は当該新株予約権者又は相続人のみが有する新
株予約権の全部を無償で取得することができる。
　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約又は分割
計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案、
当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認
を要することについての定めを設ける定款変更の議案又は新株予約権の目的である種類
の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当
該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて
の定めを設ける定款変更の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が
不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）において、当社取締役会が別途取
得日を定めたときは、当該取得日に取得日時点で残存する新株予約権の全部を無償で取
得する。

４．職務執行の対価として交付された新株予約権である上記チ．の行使の条件及び取得事由は、
以下のとおりであります。
・新株予約権の行使の条件
　新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締
役、従業員その他これに準ずる地位にある場合に限り、新株予約権を行使することがで
きる。ただし、当該新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退
任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又
は当社子会社の取締役、又は従業員その他これに準ずる地位を喪失した場合はこの限り
ではない。また、米国カリフォルニア州に在住する者については、自己の都合によりそ
の地位を退いた場合は、その日より30日以内において、重度の障害によりその地位を退
いた場合はその日より６ヶ月以内において、それぞれ新株予約権を行使できる。
　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人（以下、「相続人」）は新株予約
権を承継し、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権
割当契約の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、相続人が新株予約権割当契
約の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から１年
間に限り承継した新株予約権を行使できるものとし、新株予約権者に相続人がいない場
合には、新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた未行使の新株予約
権全部は行使できなくなるものとする。
　新株予約権１個の一部を行使することはできないものとする。
　その他の権利行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約
権割当契約において定めるものとする。

・新株予約権の取得事由
　新株予約権者又は相続人が権利行使をする前に上記新株予約権の行使の条件の規定に
より権利を行使できる条件に該当しなくなった場合において、当社取締役会が別途取得
日を定めたときは、当該取得日に、当社は当該新株予約権者又は当該相続人のみが有す
る新株予約権の全部を無償で取得することができる。
　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約又は分割
計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案、
当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認
を要することについての定めを設ける定款変更の議案又は新株予約権の目的である種類
の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当
該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて
の定めを設ける定款変更の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が
不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）において、当社取締役会が別途取
得日を定めたときは、当該取得日に取得日時点で残存する新株予約権の全部を無償で取
得する。
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②　当事業年度中に従業員等に交付した新株予約権の状況

イ.発行決議の日 平成22年７月29日

・新株予約権の数 1,400個

・交付された者の人数及び交付個数

当社従業員　　　　　６名　1,400個

・目的となる株式の種類及び数　　普通株式　140,000株

・払込金額 無償

・権利行使時の１株当たり払込金額（行使価額）　　1,895円

・権利行使期間 平成24年７月30日から平成27年７月29日まで

・新株予約権の行使の条件及び取得事由

　新株予約権の行使の条件及び取得事由は、上記①（注）３．に記載のと

おりであります。

ロ.発行決議の日 平成22年12月24日

・新株予約権の数 200個

・交付された者の人数及び交付個数

当社従業員　　　　　２名　　200個

・目的となる株式の種類及び数　　普通株式　20,000株

・払込金額 無償

・権利行使時の１株当たり払込金額（行使価額）　　1,779円

・権利行使期間 平成24年12月25日から平成27年12月24日まで

・新株予約権の行使の条件及び取得事由

　新株予約権の行使の条件及び取得事由は、上記①（注）４．に記載のと

おりであります。

　

③　その他新株予約権に関する重要な事項

　　平成22年１月18日開催の取締役会決議に基づく2015年満期ユーロ円建転換

社債型新株予約権付社債（平成23年３月31日現在）

　　

新株予約権の数
目的である株式
の 種 類 及 び 数

新株予約権行使時の
１株当たり払込金額

行 使 期 間

35,000個
普通株式
14,000,000株

2,500円
平成22年２月19日から
平成27年１月20日まで
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成23年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 和 田 洋 一

株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長
株式会社タイトー代表取締役社長
SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC.取締役
SQUARE ENIX OF EUROPE HOLDINGS LTD.取締役

代表取締役副社長 本 多 圭 司

株式会社スクウェア・エニックス代表取締役副社長
SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC.取締役
SQUARE ENIX OF EUROPE HOLDINGS LTD.取締役
SQUARE ENIX（China）CO.,LTD.董事長

取 締 役 松 田 洋 祐

株式会社スクウェア・エニックス取締役
株式会社タイトー取締役　
SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC.取締役
SQUARE ENIX OF EUROPE HOLDINGS LTD.取締役

取 締 役 千 田 幸 信 株式会社スクウェア・エニックス取締役

取 締 役 成 毛 　 眞
株式会社インスパイア取締役ファウンダー
スルガ銀行株式会社社外取締役

常 勤 監 査 役 小 林 諒 一
株式会社マツモトキヨシホールディングス社外取締
役
株式会社スクウェア・エニックス社外監査役

監 査 役 矢 作 憲 一

日本オフィス・システム株式会社社外監査役
大塚ホールディングス株式会社社外監査役
情報技術開発株式会社社外監査役
ビジネス・ブレークスルー大学院大学教授

監 査 役 松 田 隆 次
松田法律事務所　弁護士
西華産業株式会社社外監査役

監 査 役 斎 藤 暢 宏
株式会社スクウェア・エニックス監査役
株式会社タイトー監査役　

（注）１．取締役成毛眞氏は、社外取締役であります。
２．監査役小林諒一氏、矢作憲一氏及び松田隆次氏は社外監査役であります。なお、当社は、

小林諒一氏、矢作憲一氏及び松田隆次氏を東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」
として、同取引所に対して届出を行っております。

３．監査役矢作憲一氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社の常勤監査役をはじめ、複数の会社
の社外監査役を歴任し、日本監査役協会の常任理事を経験するなど、内部統制並びに財務
及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

４．監査役松田隆次氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程
度の知見を有しております。

５．監査役斎藤暢宏氏は、金融機関での経験が長く、財務及び会計に関する相当程度の知見を
有しております。

　

②　当事業年度中に退任した取締役及び監査役

　該当事項はありません。
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③　取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う 　ち 　社 　外 　取 　締 　役）

５名
（１名）

382百万円
（7百万円）

監 査 役
（う 　ち 　社 　外 　監 　査 　役）

４名
（３名）

36百万円
（29百万円）

合 計
（う　 ち　 社　 外　 役　 員）

９名
（４名）

418百万円
（37百万円）

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の金銭報酬限度額は、平成18年６月24日開催の第26回定時株主総会において年額600

百万円以内、ストックオプションとしての報酬等の限度額は平成20年６月21日開催の第28
回定時株主総会で年額250百万円以内と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成18年６月24日開催の第26回定時株主総会において年額80百万
円以内と決議いただいております。

　

　

④　社外役員に関する事項（平成23年３月31日現在）

イ．重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

・取締役成毛眞氏は、株式会社インスパイアの取締役ファウンダー及びスル

ガ銀行株式会社の社外取締役を兼ねております。なお、当社とこれらの会

社の間には重要な取引関係はありません。

・監査役小林諒一氏は、株式会社マツモトキヨシホールディングスの社外取

締役を兼ねており、当社と同社の間には重要な取引関係はありません。

また、同氏は当社完全子会社である株式会社スクウェア・エニックスの社

外監査役も兼ねております。

・監査役矢作憲一氏は、日本オフィス・システム株式会社、大塚ホールディ

ングス株式会社及び情報技術開発株式会社の社外監査役を兼ねております。

なお、当社とこれらの会社の間には重要な取引関係はありません。

・監査役松田隆次氏は、西華産業株式会社の社外監査役を兼ねております。

なお、当社と同社の間には重要な取引関係はありません。
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ロ．当事業年度における主な活動状況

・取締役会及び監査役会への出席状況

　
取締役会（12回開催） 監査役会（15回開催）

出席回数 出 席 率 出席回数 出 席 率

取 締 役 成 毛 　 眞 ９回 75.0％ ― ―

監 査 役 小 林 諒 一 12回 100.0％ 15回 100.0％

監 査 役 矢 作 憲 一 10回 83.3％ 14回 93.3％

監 査 役 松 田 隆 次 11回 91.6％ 15回 100.0％

　

・取締役会、監査役会における発言状況

取締役成毛眞氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から意見を述

べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・

提言を行っております。

監査役小林諒一氏、矢作憲一氏及び松田隆次氏は、それぞれの分野で培わ

れた豊富な経験と高い見識から取締役会及び監査役会において適宜、必要

な発言を行っております。

　

ハ．責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役並びに各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており

ます。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各氏とも10百万円又は法令

が定める額のいずれか高い額としております。



2011/05/19 21:42:25 ／ 11745264_株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス_招集通知

会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制、剰余金の配当等の決定に関する方針

－ 18 －

(4) 会計監査人の状況

①　名称　新日本有限責任監査法人

　

②　報酬等の額

　 金 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 52百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 130百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当
事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　　２．当社の重要な国内子会社につきましては新日本有限責任監査法人が会計監査人となってお
ります。　

３．当社の重要な海外（北米及び英国）子会社はErnst & Youngグループの監査を受けておりま
す。

　

③　非監査業務の内容

　当社は会計監査人に対して公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務であ

る財務報告に係る英語の翻訳に関する助言業務を委託しております。

　

④　会計監査人の解任又は不再任決定の方針

　当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任の他、原則

として、会計監査人が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には、

監査役会の同意又は請求により、取締役会の決議を経て、会計監査人の解任又

は不再任に関する議案を株主総会に上程いたします。

　

(5) 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のと

おりであります。

①　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

コンプライアンス体制の徹底を図るため、経営指針及びグループ行動規範に

おいてコンプライアンスの重要性を明確化するとともに、法務部門と内部監

査部門の強化並びに内部統制委員会及び内部通報制度の設置により、全社的

なコンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。

　

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書管理規程を制定する。

取締役は、取締役会等の議事録、稟議書その他その職務の執行に係る情報を

当該規程の定めるところに従い適切に保存かつ管理し、取締役又は監査役か

ら閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧が可能とする。
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③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理の徹底を図るため、法務部門と内部監査部門の強化並びに内部統

制委員会及び内部通報制度の設置により、全社的なリスク管理の取り組みを

横断的に統括する。

　

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

持株会社体制のもと、取締役はグループ経営の迅速化、監督機能の強化など

経営機能に専念し、子会社取締役等に委譲した執行権限を職務権限・業務分

掌規程において明確化したうえで、当該規程に基づき効率的に運用している。

効率的業務遂行の基盤である情報システムの管理・運営に関し、情報システ

ム運営委員会を設置し、情報システム全般を統制する。

　

⑤　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

コンプライアンス体制の徹底を図るため、経営指針及びグループ行動規範に

おいてコンプライアンスの重要性を明確化するとともに、法務部門と内部監

査部門の強化並びに内部統制委員会及び内部通報制度を設置することにより、

全社的なコンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。

　

⑥　会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制

当社から取締役又は監査役を主要子会社に派遣している。

経営指針及びグループ行動規範を定め、コンプライアンスに関して、当社企

業集団における理念の統一を保つ。

内部統制委員会及び内部通報制度をグループ内主要子会社においても制定・

運用する。

　

⑦　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する体制

設置することができる。（監査役は、補助者として監査業務の補助を行うよ

う使用人を設置することができる。）

　

⑧　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

⑦において設置する場合：

上記使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分には、監査役会の承認を得なけ

ればならないものとする。
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⑨　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告

に関する体制

社内重要会議に、常勤監査役が参加し、重要な会社の業務報告を確認してい

る。また、内部通報窓口に常勤監査役を含めている。

現行の体制を維持・推進する。

　

⑩　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

社内重要会議に、常勤監査役が参加し意見を述べることができるようにして

いる。

重要な契約書類、稟議決裁、会計情報をいつでも閲覧できるようにしている。

現行の体制を維持・推進する。

　

(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置づ

けており、今後、既存事業の拡大、新規事業の開拓等を目的とした設備投資や買

収など、当社グループの企業価値を高めるための投資を優先し、そのための内部

留保を確保します。内部留保後の資金については、株主への還元を重視し、業績

連動、安定還元の 適なバランスを旨とし、安定的かつ継続的な配当に留意して

まいります。配当の業績連動部分につきましては、連結配当性向30％を目安とし

ております。

　
　本事業報告中における金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成23年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

コ ン テ ン ツ 制 作 勘 定

繰 延 税 金 資 産

未 収 還 付 法 人 税 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工 具 器 具 備 品

アミューズメント機器

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

164,301

111,126

15,474

2,992

287

427

19,890

4,493

6,907

2,821

△120

42,034

17,328

4,846

1,808

2,304

8,277

2

89

10,324

10,324

14,382

386

12,316

1,082

1,280

△683

流 動 負 債 28,504

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 7,777

短 期 借 入 金 1,338

未 払 法 人 税 等 2,269

賞 与 引 当 金 1,453

返 品 調 整 引 当 金 1,780

店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 487

資 産 除 去 債 務 63

そ の 他 13,332

固 定 負 債 42,687

社 債 35,000

退 職 給 付 引 当 金 3,061

役 員 退 職 引 当 金 266

店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 590

繰 延 税 金 負 債 2,577

資 産 除 去 債 務 657

そ の 他 534

負 債 合 計 71,192

純 資 産 の 部

株 主 資 本 141,501

資 本 金 15,204

資 本 剰 余 金 44,444

利 益 剰 余 金 82,711

自 己 株 式 △859

その他の包括利益累計額 △7,943

その他有価証券評価差額金 △14

為 替 換 算 調 整 勘 定 △7,929

新 株 予 約 権 814

少 数 株 主 持 分 771

純 資 産 合 計 135,143

資 産 合 計 206,336 負 債 ・ 純 資 産 合 計 206,336

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売上高 　 125,271
売上原価 　 75,846

売上総利益 　 49,424
返品調整引当金戻入額 　 4,046
返品調整引当金繰入額 　 1,779

差引売上総利益 　 51,691
販売費及び一般管理費 　 44,365

営業利益 　 7,325
営業外収益 　 　

受取利息 95 　
受取配当金 36 　
受取賃貸料 24 　
雑収入 190 347

営業外費用 　 　
支払利息 59 　
為替差損 2,149 　
雑損失 73 2,282
経常利益 　 5,390

特別利益 　 　
固定資産売却益 1 　
貸倒引当金戻入額 94 　
新株予約権戻入益 125 　
為替換算調整勘定取崩額 317 　
その他 94 633

特別損失 　 　
固定資産売却損 1 　
固定資産除却損 621 　
関係会社整理損 136 　
投資有価証券評価損 175 　
減損損失 8,853 　
店舗閉鎖損失引当金繰入額 311 　
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 462 　
コンテンツ関連損失 2,074 　
コンテンツ等廃棄損 2,398 　
災害による損失 570 　
その他 398 16,007

匿名組合損益分配前税金等調整前当期純損失 　 △9,983
匿名組合損益分配額 　 △12
税金等調整前当期純損失 　 △9,970
法人税、住民税及び事業税 1,738 　
法人税等還付税額 △2,249 　
法人税等調整額 2,594 2,083
少数株主損益調整前当期純損失 　 △12,054
少数株主損失 　 △11
当期純損失 　 △12,043

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで)

（単位：百万円）

　 金額

株主資本 　

資本金 　

前期末残高 15,204

当期変動額 　

当期変動額合計 －

当期末残高 15,204

資本剰余金 　

前期末残高 44,444

当期変動額 　

自己株式の処分 △0

当期変動額合計 △0

当期末残高 44,444

利益剰余金 　

前期末残高 98,848

当期変動額 　

剰余金の配当 △4,027

当期純損失 △12,043

連結範囲の変動 △22

持分法の適用範囲の変動 △42

当期変動額合計 △16,136

当期末残高 82,711

自己株式 　

前期末残高 △856

当期変動額 　

自己株式の取得 △3

自己株式の処分 0

当期変動額合計 △2

当期末残高 △859
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　 金額

株主資本合計 　

前期末残高 157,641

当期変動額 　

剰余金の配当 △4,027

当期純損失 △12,043

自己株式の取得 △3

自己株式の処分 0

連結範囲の変動 △22

持分法の適用範囲の変動 △42

当期変動額合計 △16,139

当期末残高 141,501

その他の包括利益累計額 　

その他有価証券評価差額金 　

前期末残高 △9

当期変動額 　

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5

当期変動額合計 △5

当期末残高 △14

為替換算調整勘定 　

前期末残高 △4,951

当期変動額 　

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,977

当期変動額合計 △2,977

当期末残高 △7,929

その他の包括利益累計額合計 　

前期末残高 △4,960

当期変動額 　

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,983

当期変動額合計 △2,983

当期末残高 △7,943
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　 金額

新株予約権 　

前期末残高 715

当期変動額 　

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 98

当期変動額合計 98

当期末残高 814

少数株主持分 　

前期末残高 861

当期変動額 　

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △90

当期変動額合計 △90

当期末残高 771

純資産合計 　

前期末残高 154,258

当期変動額 　

剰余金の配当 △4,027

当期純損失 △12,043

自己株式の取得 △3

自己株式の処分 0

連結範囲の変動 △22

持分法の適用範囲の変動 △42

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,975

当期変動額合計 △19,115

当期末残高 135,143

　

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（平成23年３月31日現在）

（単位：百万円）

資産の部 負債の部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

営 業 未 収 入 金

繰 延 税 金 資 産

関 係 会 社 短 期 貸 付 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

土 地

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

敷 金 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

48,457

42,349

377

219

5,417

94

115,831

3,960

570

3,390

111,871

323

86,703

19,922

3,363

1,424

213

△80

流 動 負 債 822

未 払 金 195

未 払 法 人 税 等 542

賞 与 引 当 金 16

そ の 他 68

固 定 負 債 36,667

社 債 35,000

長 期 預 り 金 1,424

退 職 給 付 引 当 金 104

役 員 退 職 引 当 金 138

負 債 合 計 37,490

純資産の部

株 主 資 本 125,993

資 本 金 15,204

資 本 剰 余 金 44,444

資 本 準 備 金 44,439

そ の 他 資 本 剰 余 金 5

利 益 剰 余 金 67,203

利 益 準 備 金 885

そ の 他 利 益 剰 余 金 66,318

別 途 積 立 金 29,522

繰 越 利 益 剰 余 金 36,796

自 己 株 式 △859

評価･換算差額等 △9

その他有価証券評価差額金 △9

新 株 予 約 権 814

純 資 産 合 計 126,798

資 産 合 計 164,289 負 債 ・ 純 資 産 合 計 164,289

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

営業収益 　 1,761

営業費用 　 1,648

営業利益 　 113

営業外収益 　 　

受取利息 360 　

受取配当金 34 　

有価証券利息 53 　

雑収入 9 458

営業外費用 　 　

支払手数料 44 　

為替差損 761 　

雑損失 0 807

経常損失 　 △235

特別利益 　 　

貸倒引当金戻入額 155 　

新株予約権戻入益 125 280

特別損失 　 　

関係会社株式評価損 12,184 　

投資有価証券評価損 156 　

その他 109 12,450

税引前当期純損失 　 △12,406

法人税、住民税及び事業税 　 55

法人税等調整額 　 48

当期純損失 　 △12,510

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで)

（単位：百万円）

　 金額

株主資本 　

資本金 　

前期末残高 15,204

当期変動額 　

当期変動額合計 －

当期末残高 15,204

資本剰余金 　

資本準備金 　

前期末残高 44,439

当期変動額 　

当期変動額合計 －

当期末残高 44,439

その他資本剰余金 　

前期末残高 5

当期変動額 　

自己株式の処分 △0

当期変動額合計 △0

当期末残高 5

資本剰余金合計 　

前期末残高 44,444

当期変動額 　

自己株式の処分 △0

当期変動額合計 △0

当期末残高 44,444
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　 金額

利益剰余金 　

利益準備金 　

前期末残高 885

当期変動額 　

当期変動額合計 ―

当期末残高 885

その他利益剰余金 　

別途積立金 　

前期末残高 29,522

当期変動額 　

当期変動額合計 ―

当期末残高 29,522

繰越利益剰余金 　

前期末残高 53,333

当期変動額 　

剰余金の配当 △4,027

当期純損失 △12,510

当期変動額合計 △16,537

当期末残高 36,796

利益剰余金合計 　

前期末残高 83,741

当期変動額 　

剰余金の配当 △4,027

当期純損失 △12,510

当期変動額合計 △16,537

当期末残高 67,203

自己株式 　

前期末残高 △856

当期変動額 　

自己株式の取得 △3

自己株式の処分 0

当期変動額合計 △2

当期末残高 △859
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　 金額

株主資本合計 　

前期末残高 142,534

当期変動額 　

剰余金の配当 △4,027

当期純損失 △12,510

自己株式の取得 △3

自己株式の処分 0

当期変動額合計 △16,540

当期末残高 125,993

評価・換算差額等 　

その他有価証券評価差額金 　

前期末残高 △10

当期変動額 　

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1

当期変動額合計 1

当期末残高 △9

評価・換算差額等合計 　

前期末残高 △10

当期変動額 　

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1

当期変動額合計 1

当期末残高 △9

新株予約権 　

前期末残高 715

当期変動額 　

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 98

当期変動額合計 98

当期末残高 814
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　 金額

純資産合計 　

前期末残高 143,239

当期変動額 　

剰余金の配当 △4,027

当期純損失 △12,510

自己株式の取得 △3

自己株式の処分 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 99

当期変動額合計 △16,440

当期末残高 126,798

　

　

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

　 独立監査人の監査報告書 　

　 平成23年５月17日　

　株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 　

　 取締役会　御中 　

　 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 渡　邊　浩一郎 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 柴 田 憲 一 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 横 内 龍 也 

　

　　
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社スクウェア・エニックス・ホール

ディングスの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を

行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計

算書類に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得

ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用

方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス及び連結子会社から成る企

業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表

示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

　 独立監査人の監査報告書 　

　 平成23年５月17日　

　株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 　

　 取締役会　御中 　

　 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 渡　邊　浩一郎 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 柴 田 憲 一 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 横 内 龍 也 

　

　　
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社スクウェア・エニックス・

ホールディングスの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第31期事業年度の計算書類、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書に

ついて監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合

理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方

針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及び

その附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状

況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以　上
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監査役会の監査報告

　 監　査　報　告　書 　

　　 　
　　当監査役会は、平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第31期事業年度の取締役の職務の

執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下

のとおり報告いたします。

　

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい

て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、

取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に

努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要

な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取

締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の

適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の

整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ

ム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、

必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監

査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以

上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明

を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10

月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等

変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損

益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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　２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認

められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部

統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ

き事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　

　

　 平成23年５月18日 　

　 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス　

　 監査役会 　

　

常勤監査役 小 林 諒 一 

監　査　役 矢 作 憲 一 

監　査　役 松 田 隆 次 

監　査　役 斎 藤 暢 宏 

　

　
(注)監査役　小林諒一、矢作憲一及び松田隆次は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定め

る社外監査役であります。
　

以　上
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株主総会参考書類

　

第１号議案　取締役５名選任の件

　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして

は、取締役５名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者

番　号

氏 名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当

並びに重要な兼職の状況

所有する当

社の株式数

１

わ

和
だ

田
よう

洋
いち

一

　

（昭和34年５月28日生）

平成12年４月　株式会社スクウェア（現・株式会社ス

クウェア・エニックス・ホールディン

グス）入社

平成12年６月　同社取締役

平成13年９月　同社代表取締役兼Ｃ.Ｏ.Ｏ.

平成13年12月　同社代表取締役社長兼Ｃ.Ｅ.Ｏ.

平成15年４月　当社代表取締役社長（現任）

平成18年２月　株式会社タイトー（現・株式会社スク

ウェア・エニックス）取締役会長

平成18年７月　株式会社タイトー（現・株式会社スク

ウェア・エニックス）代表取締役社長

平成18年11月　SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS,

INC.取締役（現任）

平成20年10月　株式会社スクウェア・エニックス代表

取締役社長（現任）

平成20年12月　SQEX LTD.（現・SQUARE ENIX OF

EUROPE HOLDINGS LTD.）取締役（現任）

平成22年２月　株式会社ES1（現・株式会社タイトー)

代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長

株式会社タイトー代表取締役社長

SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS,INC.取締役

SQUARE ENIX OF EUROPE HOLDINGS LTD.取締役

1,700株
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候補者

番　号

氏 名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当

並びに重要な兼職の状況

所有する当

社の株式数

２

ほん

本
だ

多
けい

圭
じ

司

　

（昭和32年12月29日生）

昭和62年10月　平成元年４月１日合併時における旧・

株式会社エニックス入社

平成６年４月　株式会社エニックス（現・株式会社ス

クウェア・エニックス・ホールディン

グス）商品企画本部ソフトウェア企画

部長

平成10年６月　同社取締役商品企画本部ソフトウェア

企画部長

平成12年10月　同社代表取締役社長兼 高執行責任者

平成15年４月　当社代表取締役副社長

平成16年６月　当社取締役副社長

平成17年１月　SQUARE ENIX（China）CO.,LTD.董事長

（現任）

平成18年10月　当社代表取締役副社長（現任）

平成20年10月　株式会社スクウェア・エニックス代表

取締役副社長（現任）

平成21年10月　SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS,

INC.取締役（現任）

平成21年10月　SQUARE ENIX OF EUROPE HOLDINGS

LTD.取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社スクウェア・エニックス代表取締役副社長

SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS,INC.取締役

SQUARE ENIX OF EUROPE HOLDINGS LTD.取締役

SQUARE ENIX（China）CO.,LTD.董事長

5,625株
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候補者

番　号

氏 名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当

並びに重要な兼職の状況

所有する当

社の株式数

３

まつ

松
だ

田
よう

洋
すけ

祐

　

（昭和38年４月27日生）

昭和62年４月　三井生命保険相互会社入社

平成７年５月　アクタス監査法人入所

平成10年12月　株式会社スクウェア（現・株式会社ス

クウェア・エニックス・ホールディン

グス）入社

平成12年１月　同社退社

平成12年２月　太田昭和アーンストアンドヤング株式

会社入社

平成13年10月　株式会社スクウェア（現・株式会社ス

クウェア・エニックス・ホールディン

グス）入社、同社執行役員

平成15年４月　当社執行役員経理財務部長

平成16年６月　当社取締役経理財務担当（現任）

平成18年２月　株式会社タイトー（現・株式会社スク

ウェア・エニックス）取締役

平成18年11月　SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS,

INC.取締役（現任）

平成20年10月　株式会社スクウェア・エニックス取締

役（現任）

平成20年12月　SQEX LTD.（現・SQUARE ENIX OF

EUROPE HOLDINGS LTD.）取締役（現任）

平成22年４月　株式会社タイトー取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社スクウェア・エニックス取締役

株式会社タイトー取締役

SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC.取締役

SQUARE ENIX OF EUROPE HOLDINGS LTD.取締役

200株
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候補者

番　号

氏 名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当

並びに重要な兼職の状況

所有する当

社の株式数

４

ち

千
だ

田
ゆき

幸
のぶ

信

　

（昭和25年９月29日生）

昭和57年８月　平成元年４月１日合併時における旧・

株式会社エニックス取締役

昭和63年３月　エニックスプロダクツ株式会社取締役

平成元年４月　株式会社エニックス（現・株式会社ス

クウェア・エニックス・ホールディン

グス）常務取締役商品企画部長

平成４年７月　同社専務取締役ソフトウェア企画部担

当兼出版企画部担当兼玩具企画部担当

兼出版営業部担当

平成５年４月　同社専務取締役商品企画本部長

平成12年10月　同社取締役副会長

平成14年10月　同社取締役

平成15年４月　当社取締役（現任）

平成20年10月　株式会社スクウェア・エニックス取締

役（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社スクウェア・エニックス取締役

256,688株



2011/05/19 21:42:25 ／ 11745264_株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス_招集通知

取締役・監査役選任議案

－ 40 －

候補者

番　号

氏 名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当

並びに重要な兼職の状況

所有する当

社の株式数

５

なる

成
け

毛 　
まこと

眞

　

（昭和30年９月４日生）

昭和57年９月　株式会社アスキー入社

昭和57年10月　株式会社アスキーマイクロソフト出向

昭和61年６月　マイクロソフト株式会社入社

同社ＯＥＭ営業部部長

平成２年９月　同社取締役マーケティング部長

平成３年11月　同社代表取締役社長

平成12年５月　同社取締役特別顧問

平成12年５月　株式会社インスパイア代表取締役社長

平成12年６月　株式会社スクウェア（現・株式会社ス

クウェア・エニックス・ホールディン

グス）取締役

平成15年４月　当社取締役（現任）

平成20年８月　株式会社インスパイア取締役ファウン

ダー（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社インスパイア取締役ファウンダー

スルガ銀行株式会社社外取締役

0株

（注）１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者成毛眞氏は、社外取締役候補者であります。
３．成毛眞氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏の経営者としての豊富な経験と幅広い見

識を当社の経営に反映していただくためであります。
４．成毛眞氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって８年であります。
５．当社は成毛眞氏との間で責任限度額を10百万円又は法令が定める額のいずれか高い額とす

る責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は、同氏との間
の上記責任限定契約を継続する予定であります。
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第２号議案　監査役３名選任の件

　監査役矢作憲一、小林諒一及び松田隆次の各氏は、本総会終結の時をもって任期満

了となります。つきましては、監査役３名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者

番　号

氏 名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び

重要な兼職の状況

所有する当

社の株式数

１

や

矢
はぎ

作
のり

憲
かず

一

　

（昭和17年12月２日生）

昭和41年４月　日本アイ・ビー・エム株式会社入社

平成６年１月　同社理事　事業開発統括本部長

平成11年３月　同社常勤監査役

平成13年３月　日本オフィス・システム株式会社社外

監査役（現任)

平成13年10月　日本監査役協会常任理事　

平成14年６月　株式会社スクウェア（現・株式会社ス

クウェア・エニックス・ホールディン

グス）監査役

平成15年４月　当社監査役（現任）

平成15年10月　有限会社汎総合研究所取締役会長（現

任）

平成16年６月　情報技術開発株式会社社外監査役（現

任）

平成18年４月　ビジネス・ブレークスルー大学院大学

教授（現任）　

平成20年７月　大塚ホールディングス株式会社社外監

査役（現任）

（重要な兼職の状況）

日本オフィス・システム株式会社社外監査役　

大塚ホールディングス株式会社社外監査役

情報技術開発株式会社社外監査役

ビジネス・ブレークスルー大学院大学教授

0株
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候補者

番　号

氏 名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び

重要な兼職の状況

所有する当

社の株式数

２

こ

小
ばやし

林
りょう

諒
いち

一

　

（昭和21年10月25日生）

昭和46年４月　株式会社野村電子計算センター（現・

株式会社野村総合研究所）入社

昭和61年10月　野村コンピュータシステムズ・アメリ

カ社長

平成６年６月　株式会社野村総合研究所取締役

平成８年７月　NRIデータサービス株式会社常務取締役

平成11年６月　同社専務取締役

平成14年６月　株式会社野村総合研究所監査役　

平成19年６月　当社常勤監査役（現任）

平成20年６月　株式会社マツモトキヨシホールディン

グス社外取締役（現任）

平成20年10月　株式会社スクウェア・エニックス社外

監査役（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社マツモトキヨシホールディングス社外取締役

株式会社スクウェア・エニックス社外監査役　　

    0株

３

まつ

松
だ

田
りゅう

隆
じ

次

　

（昭和30年４月30日生）

昭和61年４月　弁護士及び公認会計士登録

　　　　　　　河合・竹内・西村・井上法律事務所入

所

昭和63年１月　三宅・畠澤・山崎法律事務所入所

平成４年７月　松田法律事務所開設（現在に至る）

平成19年６月　当社監査役（現任）

平成20年６月　西華産業株式会社社外監査役（現任）

（重要な兼職の状況）

松田法律事務所　弁護士　

西華産業株式会社社外監査役

0株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．矢作憲一氏、小林諒一氏及び松田隆次氏は、社外監査役候補者であります。
３．各氏を社外監査役候補者とした理由は、それぞれの分野で培われた豊富な経験と、高い見

識、優れた人格を、当社の監査に反映していただくためであります。なお、松田隆次氏は、
過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、弁護
士及び公認会計士の資格を有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外
監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

４．矢作憲一氏、小林諒一氏及び松田隆次氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外
監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって矢作憲一氏が８年、小林諒一氏及び、
松田隆次氏が４年となります。

５．当社は、矢作憲一氏、小林諒一氏及び松田隆次氏との間で責任限度額を10百万円又は法令
が定める額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。各氏の再任が承認
された場合、当社は、各氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。

　

                                                          　　 以　上



2011/05/19 21:42:25 ／ 11745264_株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス_招集通知

電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内

－ 43 －

電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内
　
　電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使される場合は、下記事項をご
確認のうえご行使くださいますようお願い申しあげます。
　当日ご出席の場合は、議決権行使書面又は電磁的方法による議決権行使のお手続き
はいずれも不要です。
　

記
　
１．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
(1) 議決権行使書面と電磁的方法によるものと重複して議決権を行使された場合は、

電磁的方法による議決権行使の内容を有効なものとさせていただきます。
(2) 電磁的方法により複数回にわたり議決権を行使された場合は、 後に行使され

た内容を有効なものとさせていただきます。またパソコンと携帯電話で重複し
て議決権行使された場合も、 後に行使された内容を有効なものとさせていた
だきます。

　
２．インターネットによる議決権行使のご案内

【議決権行使サイトＵＲＬ】　http://www.evote.jp/
＊バーコード読取機能付の携帯電話を利用して「ＱＲコード」を読み
取り、議決権行使サイトにアクセスすることが可能です。なお、操
作方法の詳細はお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

　
(1) 議決権行使サイトについて
①　インターネットによる議決権行使は、パソコン又は携帯電話から、当社の指

定する議決権行使サイト（アドレスhttp://www.evote.jp/）にアクセスして
いただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前
５時までは取り扱いを休止いたします。）

②　パソコンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等
を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxy
サーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、
ご利用できない場合もございます。

③　携帯電話からの議決権行使は、ⅰモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれか
のサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信
（SSL通信）及び携帯電話情報送信が不可能な機種等には対応しておりません。
※「ｉモード」は(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、
「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。

④　インターネットによる議決権行使は平成23年６月21日（火曜日）の午後６時
まで受け付けいたしますが、お早めにご行使いただき、ご不明な点等ござい
ましたら後記ヘルプデスクへお問合せください。
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(2) インターネットによる議決権行使方法について
①　議決権行使サイト（アドレスhttp://www.evote.jp/）において、議決権行使

書面に記載された「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご利用いただき、
画面の案内に従って賛否をご入力ください。

②　株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内
容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮
パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

③　株主総会の招集の都度、新しい「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご
通知いたします。

　
(3) 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
　議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料
金・電話料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場
合は、パケット通信料、その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、こ
れらの料金も株主様のご負担となります。

　
(4) 招集ご通知の受領方法について
　ご希望の株主様は、次回の株主総会から、招集ご通知を電子メールで受領する
ことができますので、パソコンにより議決権行使サイトでお手続きください。（携
帯電話ではお手続きできません。また携帯電話のメールアドレスを指定すること
もできませんのでご了承ください。）

　
３．議決権行使プラットフォームについて

　管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、
株式会社ＩＣＪが運営する議決権行使プラットフォーム（いわゆる東証プラット
フォーム）の利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的
方法による議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただくこ
とができます。

以　上
　

　
システム等に関するお問合せ

　
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

・電話　0120－173－027 （受付時間　９：00～21：00、通話料無料）
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〈メ　モ　欄〉
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ホテルオークラ東京

東京都港区虎ノ門二丁目10番４号

別館地下２階「アスコットホール」

日比谷線　 神 谷 町 駅 ４ｂ出口より徒歩約５分 の別館宴会場入口をご利用ください。

南 北 線　 六本木一丁目駅 ３番出口より徒歩約10分 の別館玄関をご利用ください。

銀 座 線}溜 池 山 王 駅 13番出口より徒歩約10分 の別館玄関をご利用ください。
南 北 線

銀 座 線　 虎 ノ 門 駅 ３番出口より徒歩約10分 の本館宴会場入口をご利用ください。




